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支援内容 女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設、設備又は備品の新設、
増設、改修又は購入に要する経費

事業主体 宮城県内に本社又は主たる事業所が所在していること

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助上限
５０万円
※備品にあっては付属品や設置工事費等を含み総額１０万円以上が
対象となります

採択の主な要件

・宮城県内の事業所での実施すること
・新たに女性正社員の雇用が見込まれること
・女性を雇用しようとする（している）人数に対して過剰でないこと
・他者が所有する施設での整備でないこと

採択方法 受理した事業実施計画を県が審査し、適当と認めたときは、事業実施
主体に補助金の交付内示を通知する。


